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図表１－２ 低炭素社会づくり行動計画（抄） 

 

平成 20 年 7 月 29 日 

閣 議 決 定 

 

 

Ⅱ 革新的技術開発と既存先進技術の普及 

 

２ 既存先進技術の普及 

 

（３）次世代自動車の導入 

我が国の自動車産業の技術力・競争力の強化にもつなげつつ、排出量のうち約

２割を占める運輸部門からの二酸化炭素削減を行うため、現在、新車販売のうち

約50台に１台の割合である次世代自動車（ハイブリッド自動車、電気自動車、プ

ラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車、クリーンディーゼル車、ＣＮＧ

自動車等）について、2020年までに新車販売のうち２台に１台の割合で導入する

という野心的な目標の実現を目指す。 

具体的には、費用の一部支援などの導入支援の充実による初期需要の創出や電

気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車の基盤技術である次

世代電池や燃料電池等の技術開発による高性能化や低価格化（2015年までに次世

代電池の容量を現状の1．5倍、コストを７分の１、2030年までに容量を７倍、コ

ストを40分の１にすることを目指す）を進めるとともに、電池切れの不安感を解

消するため、急速充電設備（例えば、家庭充電で約７時間の充電時間を急速充電

では約30 分程度に短縮可能）を含む充電設備等のインフラ整備、高度道路交通

システム（ＩＴＳ）の推進などの交通流対策、クリーンディーゼル車のイメージ

改善や普及促進等の統合的な取組、次世代低公害トラック・バス等の実用化促進

等を進める。 
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図表１－３ 低公害車等に関する政策の概要 

 
[施策の区分：規制] 
事務・事業の名称 具体的な事務・事業の内容 
公的部門における低
公害車の率先導入 

○ 平成 13 年５月８日の閣議において、総理大臣より、平成 14 年度
以降３年を目途に、原則として、政府のすべての一般公用車につい
て、低公害車に切り替えるよう指示。これを受けて、各府省は導入
計画を作成し推進。平成 16 年度にすべて（4,236 台）を低公害車に
切り替えた。 
○ 「低公害車開発普及アクションプラン」（平成 13 年７月 11 日経済
産業省、国土交通省、環境省）において、国は、地方公共団体に対
して、政府における一般公用車への切り替え方針を基本としつつ、
利用ニーズに応じて、公用車の低公害車への率先切り替えを要請す
るとされている。 

ＮＯＸ・ＰＭ法対象地
域内での基準不適合
車両の使用制限等 

○ 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域にお
ける総量の削減等に関する特別措置法（平成４年法律第 70 号。以下
「ＮＯｘ・ＰＭ法」という。）に基づき、自動車交通が集中しており、
かつ、大気汚染防止法等の従来の措置だけでは二酸化窒素及び浮遊
粒子状物質に係る大気環境基準の確保が困難な地域を窒素酸化物対
策地域及び粒子状物質対策地域として、埼玉県、千葉県、東京都、
神奈川県、愛知県、三重県、大阪府及び兵庫県内の 252 市区町村が
指定されている。 
○ この対策地域内に使用の本拠の位置を有するディーゼル自動車並
びにガソリン自動車及びＬＰＧ自動車のトラック・バス等の新車及
び使用過程車は、ＮＯｘ・ＰＭ法施行規則（平成４年総理府令第 53
号）で定める窒素酸化物及び粒子状物質の排出基準に適合したもの
でなければならないとされた。このため、適合しないディーゼル自
動車等は、対策地域内で新規登録することができず、また、使用過
程車は、自動車の種別及び初度登録年月日に応じて定められている
猶予期間経過後、対策地域内での使用ができなくなるとされている。 

グリーン経営の推進 ○ グリーン経営認証は、「地球温暖化対策推進大綱」（平成 14 年 3 月
19 日地球温暖化対策推進本部決定）に基づき、運送事業者のグリー
ン経営が温暖化対策の一つとして位置付けられたことにより設けら
れた。 
○ これを受けて、国土交通省が所管する財団法人交通エコロジー・
モビリティ財団が認証機関となり、グリーン経営推進マニュアルに
基づいて一定のレベル以上の取組を行っている事業者に対して、審
査の上認証・登録を行う。認証の有効期間は 2 年であり、取得後 2
年ごとに更新審査（現地審査）が必要となる。 
・ トラック事業：平成 15 年 10 月 1 日から開始 
・ バス事業、タクシー事業：平成 16 年 4 月 1日から開始 
・ 旅客船業、内航海運業、港湾運送業、倉庫業 

：平成 17 年 7 月 1日から開始 
燃費基準（トップラン
ナー基準） 

○ 燃費基準（トップランナー基準）は、エネルギーの使用の合理化
に関する法律（昭和 54 年法律第 49 号）に基づき、経済産業省が、
平成 11 年に乗車定員 10 人以下の乗用自動車及び車両総重量 2.5 ト
ン以下の貨物自動車を対象として、既に商品化されている自動車の
中で最も燃費性能が優れているものをベースに、技術開発の将来の
見通し等を踏まえて、平成 17 年度又は 22 年度までに達成すべき燃
費基準を定めたものである。 
○ その後、燃費基準（トップランナー基準）が改定され、平成 15 年
にＬＰＧ自動車（注２）、18 年に重量車として車両総重量 3.5 トン超
の貨物自動車及び乗車定員 11 人以上の乗用自動車が加わり、それぞ
れ平成 22 年度、27 年度までに達成すべき燃費基準が定められた。 
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事務・事業の名称 具体的な事務・事業の内容 
低排出ガス車認定基
準 

○ 低排出ガス車認定基準は、「自動車の排出ガス低減性能の評価等に
関する規程」（平成 11 年運輸省告示第 600 号）等に基づき、国土交
通省が、細目告示で定める排出ガス規制値よりも排出ガスに含まれ
る一酸化炭素等を低減させた自動車を低排出ガス車として認定し、
公表するとともに、低排出ガス車であることを示す車体表示（ステ
ッカー貼付）するものである。 

自動車の燃費性能の
評価及び公表 

○ 自動車の燃費性能の評価及び公表は、「自動車の燃費性能の評価及
び公表に関する実施要領」（平成 16 年国土交通省告示第 61 号）に基
づき、国土交通省が、省エネ法で定める燃費基準値以上に燃費の良
い自動車を評価・公表し、その旨を表す車体表示（ステッカー貼付）
するものである。 

自動車排出ガス規制
の強化（世界一厳しい
ディーゼル自動車の
排出ガス基準の制定
等） 

○ 自動車排出ガス規制は、大気汚染防止法（昭和 43 年法律第 97 号）
に基づき、環境大臣が自動車の排出ガスに含まれる物質の量の許容
限度を規定し、「道路運送車両法」（昭和 26 年法律第 185 号）等に基
づき、国土交通大臣が自動車の排気ガスに含まれる一酸化炭素、炭
化水素、窒素酸化物、粒子状物質及び黒煙の許容量を規定し、さら
に、細目告示において、これらの物質の許容量を燃料別、自動車の
種類別及び車輌総重量別に規定するものである。 
○ 自動車排出ガス規制の強化（世界一厳しいディーゼル自動車の排
出ガス基準の制定等）は、中央環境審議会の累次の答申で示された
許容限度に基づき規定されており、平成 14 年４月 16 日に出された
第５次答申に基づき、15 年９月 26 日付けで細目告示が改正され、17
年 10 月１日から適用されている。 

燃料規格、サルファー
フリーの導入 

○ 燃料規格、サルファーフリー（ガソリン及び軽油に含まれる硫黄
分の低下）の導入は、総合資源エネルギー調査会及び中央環境審議
会の答申を踏まえ、経済産業省が、平成 18 年に「揮発油等の品質の
確保等に関する法律施行規則」（昭和 52 年通商産業省令第 24 号）の
改正を行い、ガソリン及び軽油に含まれる硫黄分を 50ppm から 10ppm
とした。これを受け、軽油については平成 19 年１月１日、ガソリン
については 20 年１月１日から適用することとされた。 

（注）１ 当省の調査結果による。 
   ２ 「ＬＰＧ自動車」は、ＬＰガス（液化石油ガス）を燃料として走行する自動車 

 
[施策の区分：予算・税等] 
事務・事業の名称 具体的な事務・事業の内容 
低公害車（ＣＮＧ自動
車、電気自動車及びハ
イブリッド自動車）の
導入費補助 

１ 経済産業省による補助 
事業名 クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金 

目的 
運輸部門における新エネルギー利用促進、省エネル
ギーの推進及びＣＯ２、ＮＯｘ等有害物質の排出抑制を
図る。 

開始年度 平成 10 年度 
対象者 民間事業者等 

補助対象 
・ ＣＮＧ自動車、電気自動車及びハイブリッド自動
車の購入費用又はリース費用 
・ 使用過程車のＣＮＧ自動車への改造費用 

補助率 ・ 通常車両との価格差の２分の１以内 
・ 使用過程車の改造費用の３分の１以内 

その他 
メタノール自動車に対する補助は、平成 13 年度をも
って廃止された。また、ＣＮＧ乗用車及びハイブリッ
ド乗用車への補助は、平成 18 年度末に廃止された。 

 
２ 国土交通省による補助 
事業名 低公害車普及促進対策費補助 

目的 バス・トラック事業者を中心に、ＣＮＧバス・トラ
ック等の導入に対し、地方公共団体等と協調して補助
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事務・事業の名称 具体的な事務・事業の内容 
を行うことにより、低公害車の普及を促進し、大気環
境の改善を図る。 

開始年度 平成 13 年度 
対象者 バス・トラック事業者等 

補助対象 
・ ＣＮＧ自動車並びにハイブリッド自動車の貨物車
及び乗合車の購入費用又はリース費用 
・ 使用過程車のＣＮＧ自動車への改造費用 

補助率 ・ 通常車両との価格差の２分の１ 
・ 使用過程車の改造費用の３分の１ 

その他 

・ 平成 15 年度及び 16 年度に、低ＰＭ認定車の購入
費用又はリース費用に関する補助を実施 
・ 平成 16 年度から 18 年度まで、ディーゼル新長期
規制適合車の購入費用又はリース費用に関する補助
を実施 

 
３ 環境省による補助 
事業名 低公害（代エネ・省エネ）車普及事業 

目的 

地方公共団体等が保有する公営バスへの低公害車
（ＣＮＧ自動車、電気自動車及びハイブリッド自動車）
の導入を支援し、地方公共団体が率先して導入するこ
とにより、地域における省エネ・代エネ対策を推進す
る。 

開始年度 平成８年度 

対象者 地方公共団体及びその団体、第３セクター（出資比
率 50％以上） 

補助対象 
・ ＣＮＧ自動車及びハイブリッド自動車（乗合車）
の購入費用又はリース費用 
・ 使用過程車のＣＮＧ自動車への改造費用 

補助率 ・ 通常車両との価格差の２分の１ 
・ 使用過程車の改造費用の２分の１ 

その他 

・ ＣＮＧ自動車、電気自動車、ハイブリッド自動車
（乗用車及び貨物車）及びメタノール自動車の購入
費用又はリース費用に関する補助は、平成 16 年度末
に廃止 
ただし、平成 16 年度にリースにより導入した車両
については、17 年度以降もリース期間終了まで補助
金を交付 

 
事業名 低公害普及（助成）事業 

目的 地方公共団体が行う、大気の汚染の影響による健康
被害を予防するために必要な事業策を推進する。 

開始年度 昭和 63 年度 

対象者 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和 48 年法律
第 111 号）の旧第１種地域を含む地方公共団体等 

補助対象 ＣＮＧ自動車、電気自動車、ハイブリッド自動車及
びメタノール自動車の購入費用又はリース費用 

補助率 購入費用 ：定額 
リース費用：年間リース料の２分の１ 

その他 
特殊法人等整理合理化計画（平成 13 年 12 月 19 日閣
議決定）に基づき、事業の重点化を図り、平成 17 年度
末に同事業を終了 

 
 
事業名 次世代低公害車普及事業 
目的 地方公共団体等による次世代低公害車（燃料電池自
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事務・事業の名称 具体的な事務・事業の内容 
動車、ジメチルエーテル自動車及び水素自動車）の導
入を支援し、地方公共団体が率先して導入することに
より、次世代低公害車の早期普及を図る。 

開始年度 平成 17 年度 

対象者 地方公共団体及びその団体、第３セクター（出資比
率 50％以上） 

補助対象 次世代低公害車の導入費用 

補助率 ・ 通常車両との価格差の２分の１ 
・ 使用過程車の改造費用の２分の１ 

 
 

燃料等供給設備（ＣＮ
Ｇ、電気、メタノール
スタンド。以下同じ）
の設置費補助 

１ 経済産業省による補助 
事業名 クリーンエネルギー自動車等導入促進事業 
開始年度 平成 10 年度 
対象者 民間事業者等 
補助対象 燃料等供給施設 

補助率 

・ 事業用： ＣＮＧスタンド 8,000 万円以内 
電気スタンド   300 万円以内 

・ 自家用： 設置費の２分の１以内 
（ただし、主として路線バス及び塵芥車
に供給する自家用充填設備は設置費の
３分の２以内） 

その他 事業用の設備に関する補助は、平成 18 年度末に廃止 
 
２ 環境省による補助 
事業名 低公害（代エネ・省エネ）車普及事業 
開始年度 平成８年度 

対象者 地方公共団体及びその団体、第３セクター（出資比
率 50％以上） 

補助対象 燃料等供給施設 
補助率 設置費の２分の１ 
 
事業名 低公害普及（助成）事業 
開始年度 昭和 63 年度 

対象者 公害健康被害の補償等に関する法律の旧第１種地域
を含む地方公共団体等 

補助対象 メタノールスタンド 
その他 本事業は、平成 17 年度末に終了 
 
 

低公害車（ＣＮＧ自動
車、電気自動車及びハ
イブリッド自動車）の
導入費の低利融資 

１ 日本政策投資銀行による低利融資 
対象者 株式会社、組合、財団法人等の組織形態のもの 

事業内容 

以下のいずれかに該当する事業(ディーゼル微粒子
を除去する装置の導入・装着を含む。)に対し低利融資
を実施 
① 使用車種規制適合車の取得 
② 低公害車（ＣＮＧ自動車、電気自動車、ハイブリ
ッド自動車及び低燃費かつ低排出ガス認定車）の取
得 
③ ディーゼル新長期規制適合車の取得 

 
２ 中小企業金融公庫による低利融資 

対象者 中小企業金融公庫法（昭和 28 年法律第 138 号）第２
条に定める中小企業者 

事業内容 以下のいずれかに該当する事業に対し低利融資を実
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事務・事業の名称 具体的な事務・事業の内容 
施 
① ＮＯｘ・ＰＭ法の排出基準適合車の買換え、取得
又は、リース・レンタル 
② 低公害車（ＣＮＧ自動車、電気自動車及びハイブ
リッド自動車）の取得 
③ ディーゼル新長期規制適合車の取得 

 
３ 国民生活金融公庫による低利融資 

対象者 中小企業基本法（昭和 38 年法律第 154 号）第２条第
１項に定める中小企業者 

事業内容 

以下のいずれかに該当する事業に対し低利融資を実
施 
① ＮＯｘ・ＰＭ法の排出基準適合車の取得 
② 低公害車（ＣＮＧ自動車、電気自動車及びハイブ
リッド自動車）の取得 
③ ディーゼル新長期規制適合車の取得 

 
 

燃料等供給設備設置
費の低利融資 

○ 日本政策投資銀行による低利融資 
対象者 株式会社、組合、財団法人等の組織形態のもの 

事業内容 

燃料供給設備（ＣＮＧ、電気及びメタノール）を設
置しようとする事業者に対し、その設置資金を低利に
より融資 
なお、メタノールの供給設備の設置費用の低利融資
は、平成 15 年度末で廃止 

 
 

自動車税の軽減 平成 13 年度から、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小
さい一定の自動車の税率を軽減し、一方、新車新規登録から一定年数
を経過した環境負荷の大きい自動車の税率を重くする特例措置（いわ
ゆる「自動車税のグリーン化」）が講じられている。 

自動車取得税の軽減 排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい一定の自動車
の税率を軽減する特例措置が講じられている。 

固定資産税の軽減 低公害車用の燃料供給設備については、平成９年度から、固定資産
税の課税標準を最初の３年間に限り３分の２とする特例措置が講じら
れている。 

(注) 当省の調査結果による。 

 

[施策の区分：燃料電池自動車] 
名 称 等 内  容  等 対 象 

燃料電池自動車実
用化促進プロジェ
クト（普及のため
の保安基準策定） 
 
【所管】 
国土交通省 
 
【実施期間】 
平成 15 年度～ 

〔目的〕 
・ 大気汚染物質等の排出がゼロである燃料電池自動車の実
用化・普及を通じて環境負荷の小さい自動車社会の構築を
目指す。 
〔内容〕 
・ 燃料電池自動車の安全・環境性能に係る保安基準の策定
（平成 17 年３月） 
・ 燃料電池自動車の型式認証（平成 17 年６月） 
・ バス等の大型燃料電池自動車に係る基準の検討 
・ 国際連合の自動車基準調和フォーラムにおいて燃料電池
自動車の世界統一基準に日本の保安基準が採択されること
を目指し検討作業に貢献 

メーカー 
 
燃料イン
フラ設置
者 

安全基準の整備等 
 

〔目的〕 
・ 安全の確保を前提に燃料電池の実用化に向けた包括的な

メーカー 
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名 称 等 内  容  等 対 象 
【所管】 
総務省、経済産
業省、国土交通
省 

 
 
【実施期間】 
平成 14～16年度 

規制の再点検 
〔内容〕 
・ 平成 14 年５月に「燃料電池実用化に関する関係省庁連絡
会議」を設置し、燃料電池の実用化に向けた包括的な規制
の再点検等を行い、16 年度末までに燃料電池普及に係る規
制６法律 28 項目の再点検を完了した。 

燃料イン
フラ設置
者 

水素安全利用等基
盤技術開発 
 
【所管】 
経済産業省 
 
【実施期間】 
平成 15～19年度 

〔目的〕 
・ 水素安全技術と水素エネルギー導入の推進と導入効果を
挙げる実用化技術の開発 
〔内容〕 
・ 「製造・貯蔵・輸送」が研究開発の３本柱 
・ このうち水素製造技術については、天然ガス等の原料か
ら水素や二酸化炭素の分離膜を利用して効率的に製造でき
る技術を研究開発 
・ 水素貯蔵技術については、水素吸蔵合金、無機・有機ハ
イドライド等の貯蔵材料の研究開発並びに高圧水素タンク
及び高圧ハイブリッドタンク等の車載用の貯蔵技術を研究
開発 
・ 水素輸送技術については、有機ハイドライドや液水水素
等の低コストかつ効率的な輸送の研究開発 

・ 水素供給技術開発については、70Mpa（メガパスカル：圧
力の単位）充てん対応の水素圧縮機、水素充てん機、樹脂
ホースや圧力計等及び水素センサー等の水素インフラ機器
を研究開発 

メーカー 
 
燃料イン
フラ設置
者 

燃料電池システム
等実証研究（研究
開発、実証試験） 
 
【所管】 
経済産業省 
 
【実施期間】 
平成 18～22年度 

〔目的〕 
・ 水素エネルギー社会に向けた課題の抽出と国民的理解の
醸成 
〔内容〕 
・ 「水素安全利用等基盤技術開発」による技術がメーカー
に応用され、開発された燃料電池自動車の走行試験や燃料
電池自動車のインフラ整備を含めた実証、研究開発を実施 

ユーザー 
 
メーカー 
 
燃料イン
フラ設置
者 

燃料電池自動車啓
発推進事業 
 
【所管】 
環境省 
 
【実施期間】 
平成 15 年度～ 

〔目的〕 
・ 燃料電池自動車の普及に向けて、より広く一般の方に周
知する。 
〔内容〕 
・ 地方公共団体との共催により、燃料電池自動車、ＣＮＧ
自動車、低・低自動車等を展示する低公害車フェアを実施 

ユーザー 

次世代低公害車普
及事業（普及啓発） 
 
【所管】 
環境省 
 
【実施期間】 
平成 17 年度～ 

〔目的〕 
・ 地方公共団体が行う地球温暖化対策の強化と速やかな普
及を図る。 
〔内容〕 
・ 燃料電池自動車、ジメチルエーテル（ＤＭＥ）自動車及
び水素自動車を率先的に導入する地方公共団体に対して、
導入に係る費用の一部を補助 

ユーザー
（地方公
共団体） 

(注) 当省の調査結果による。 
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